
■世界の地主（第 2章）■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 153号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mailと Facebookで松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 
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1. ブログから：世界の地主（第 2章） 

 

地主の学校開設に向けて、土地の所有権に関する勉強をしている。第 3章で「地主の役割」を論じるために、第

2 章の「世界の地主」では様々な事例を参照しようと考えているのだが、これを調べるうちにとんでもない現実

が見えてきた。それは、個人の土地所有権を認めている国がそもそも少ししかない上に、それを外国人でも自由

に取得できる国などほとんどないらしい。だが、それらを確認できる文献や資料を見つけるのは容易ではない。

世界の土地所有や地主に関する記述をネットで探そうとしても、見つかるのはせいぜい海外不動産投資の解説記

事や識者のブログ程度で、「世界各国の土地所有形態の比較」など見つからない。だが「見つからない」というこ

とは、その情報を見たい人と見せたい人が余りいないということだろう。だからこそ、僕は地主の学校を作らな

ければならないと思い立ったんだ。 

 

いかんいかん、本題に戻ろう。ある人のブログによると、農地以外の土地や建物を外国人でも自由に購入できる

のは、日本、米国、ニュージーランド、フランス、ドイツ、英国、アイルランド、イタリア、スペインなど 10か

国に満たないという。この顔ぶれからすべてを論じることはできないが、いずれもグローバル化した経済先進国

であることは間違いない。また別のブログによると、隣国と国境で接する国にとって、国境の土地を売ることは

国境線の変更に等しいので、土地の売買を禁ずるのが世界の常識」と書いてあった。これらの記事から容易に想

像できるのは、「国境線の無い国」、「国境線を超える国」、「外国人の概念が無い国」などが土地売買に寛容である

ことだ。昨今日本では、地方の遊休不動産を中国人が買い漁っているとまことしやかに囁かれているが、散々外

国の土地を買い漁ってきた日本人がこんなこと言うのはおかしなことではないだろうか。 

 

問題は、日本の国土を金持ちの外国人に大いに買って欲しいのか、それとも売りたくないのか、僕たち自身がど

ちらを望んでいるかということだ。「そもそも所有者は土地を売るべきではない、何故なら土地を売ったら所有

者ではなくなってしまうから。」というのが僕の自論だが、そうはいっても家庭の事情で売らざるを得ない時が

あるだろう。「土地を誰に売るか」、という問題は「土地をいくらで売るか」という問題と切り離せない。恐らく

高い値段で日本人が買いにくれば、安い値段で外国人に売る人はいないだろう。だが問題は、外国人が高い値段



で買いに来た時にどうするか。今の日本は、タダでも貰い手のいない土地が増え続け、まさにそんな状態になり

つつある。これこそが、地主に突き付けられる問題だ。こんな時、地主はどうすべきかについて考えるのが「地

主の役割」であり、こうした問題意識を持って世界を見渡すのが「地主と世界」の目的だ。 

 

世界の大多数の国が、土地の所有権を認めず売買を禁止しているのは、地主のちからではこれを防ぐことができ

ないと考えるからだろう。たとえ国内の隣人に売ったつもりでも、その隣人が外国人と組んでいればそれまでだ。

一方で、土地の売買を認める国は、たとえそれが誰であろうと、土地の所有権を流動化し、活発に売買されるこ

とを望んでいるからに違いない。先ほどイギリスの土地は誰でも買えると述べたが、正確に言えばイギリスの土

地の大部分はリースホールドと言われる「99 年間の期限付き所有権」で、中国から租借した香港を 99 年目の

1997 年中国に返還したことは記憶に新しい。さらに言うと、イギリス領土の大部分の所有者である貴族や大企

業は大貴族から 250年間借りていて、その大貴族たちは女王から 999年間借りているという。つまり、本当の所

有権は全て女王が持っていて、それを売却する気は毛頭ない。これがイギリスにおける地主の役割だ。 

 

では、わが日本はどうだろう。国や自治体が所有する「官有地」以外のほとんどの土地は、個人や法人が所有す

る民有地で、それらの売買は所有者の自由裁量に任されている。つまり、すべての土地所有者が自分の土地に対

し、エリザベス女王と同じ権限を持っている。それなのに、土地をどう利用すべきか、利用できなければどうす

るか、売るなら誰に売るべきか、、、という議論がなされずに、「利益を上げること」や「高く売ること」だけが論

じられてはいないだろうか。我々民間人はビジネスで稼ぐことでしか生きられないので、「利益」を得ることは欠

かせないが、それは「呼吸」や「睡眠」をしなければ生きていけないのと同じこと。だが我々は「呼吸」や「睡

眠」のために生きているのではないのと同じ意味で、利益を上げるためだけにビジネスをしているわけではない。 

 

地主の役割は、「社会のために地主のちからを使うこと」だと思う。「社会」を「マーケット」と置き換えれば、

それはビジネスに直結する。アラブの首長が自分の領地を外国資本に開放することで、砂漠の中に超近代都市を

築いたドバイのようなことを日本でできるのは、国や行政ではなく、むしろ民間の地主だということを知って欲

しい。日本では、あたかも政府や役所が国づくりを担っていると多くの人が勘違いしているが、実は彼らの役割

は道路や公園などのインフラ整備と、市民の自由がぶつからないための調整役であり、すべてを決める主権者は

一般国民だ。森友問題も大事だが、僕たち国民はそんな雑用は彼らに任せ、自分の国を作る役割があることを忘

れてはならない。「地主の学校」は、地主の皆さんだけでなく、地主として国を作ってみたいと願うすべての人と

一緒に地主の役割を学び、実行する仕組みにしたい。 

 

続きは http://land-resource.org/20180401/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. トピックス：山梨方面の皆様へ 

 

4/7の日曜日、評議員を仰せつかっている高等学校の入学式に出席するため、朝から松本に参ります。 

せっかくの機会なので、 

・中央高速道路沿いで活動されている方 

・転居なさって、村おこしや古民家活用に取り組んでいる方 

を訪ねてみたいと思います。 

 



恐らく、午後から自由になると思うのですが、当日になってみないと細かな予定は立ちません。 

まずは気軽に、ご連絡をいただければ幸いです。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 今後の予定：今週・来週以降 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）4/02 〇休業日 墓参りに行きます 

（火）4/03 ◎作業日 呼出歓迎 

（水）4/04 ◎作業日 呼出歓迎 

（木）4/05 ○作業日 終日：笑恵館で面談可 

（金）4/06 ○作業日 午後：笑恵館で面談可 

（土）4/07 ○作業日 午後：笑恵館で面談可 

 10-15時 ★おおがいさんち 2周年 

13-19時 ★地主の学校を語る会（笑恵館） 

（日）4/08 ○作業日 午前：松本出張、午後：山梨訪問 

 

■その後のイベント 

4/12 ★日本土地資源協会 経営会議（笑恵館） 

4/12 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

4/13 ★カプラー起業交流会（三茶） 

4/14 ★地主の学校を語る会（笑恵館） 

4/17-18 ★加子母村訪問（中津川市） 

4/26 ★笑恵館クラブ運営会議（笑恵館） 

4/22 ★名栗の森オーナーシップクラブ例会（飯能） 

 

相談のある人、一杯やりたい人、歓迎です。 

松村の予定はこちらで随時公開しています。http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

4. アクセスポイント：問い合わせ先 

 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 taku8823@ezweb.ne.jp 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 



〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

http://shokeikan.com/ 

メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


